
第 6次下諏訪町男女共同参画計画 

 

 

  

１．男女の人権の尊重 

  ・町民一人ひとりが、性別による差別をされず           

個性と能力を発揮する機会が確保され、人権が 

尊重されること 

 

 ２．社会における制度又は慣行についての配慮 

  ・固定的な性別役割分担等に基づいた習慣を見 

直し、男女が共に活躍できること 

 

 ３．家庭生活と他の活動の両立 

  ・男女が互いの協力と社会の支援の下に、家事、 

子育て、介護等家庭における責任及び役割を 

果たすことができるとともに、その他のあら 

ゆる社会生活との両立ができること 

 

 ４．政策等の立案及び決定の場への共同参画 

  ・政策、方針等の立案の場、決定の場において、 

男女が対等に参画できること。 

 

 ５．生涯にわたる心と体の健康 
  ・男女が互いの性への理解を深め、生涯にわたる 

性及び妊娠・出産等健康について自らの意思が 

尊重され、共に心身の健康が維持されること 
 
 ６．国際社会の動向を踏まえた取組 
   男女共同参画社会づくりには、国際社会における 

取組みが反映されること 
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[基本目標Ⅱ] 

あらゆる分野における 

男女共同参画の推進 

【下諏訪町女性活躍推進計画】 

[基本目標Ⅲ] 

生命・性の尊重と 

安心・安全な暮らしの実現 

[基本目標Ⅰ] 

男女共同参画社会の 

実現に向けた意識の確立 

 

 

 

 

 

 

方針１ 男女共同参画の意識醸成のための教育・啓発 

活動の推進 

施策： 学校等における男女平等教育の推進 

男女共同参画推進に関するパネル展・セミナーの開催 

方針２ 男女共同参画に関する国際協調の推進 

施策：  国際交流の推進 

誰もが住みやすいまちづくり 

方針１ 仕事と家庭生活・地域生活の両立支援 

施策： ワーク・ライフ・バランスの推進 

仕事と子育て・介護に関する支援の充実 

方針２ 女性の社会参加を推進 

施策：  働きやすい職場環境づくりの推進 

多様な働き方を可能にするための環境整備 

 

方針３ 意思決定過程への女性の参画 

施策：  女性の活躍の場の提供 

各種委員会等への女性の積極的参画の推進 

方針１ あらゆる暴力の根絶【下諏訪町DV防止基本計画】 

施策： DV・ストーカーなどへの対策の推進 

     各種ハラスメント防止に向けた啓発の推進 

 

方針２ 安心して暮らせる環境設備 

施策：  心身ともに健康な生活の推進 

     互いの性の理解と尊重 

方針３ 防災・減災・復興における男女共同参画の推進 

施策：  女性の防災・減災・復興活動への参加促進 

多様な視点における防災体制の充実 



   

 

 

 

▷▶ 下諏訪町の動き 

１９９２年 

（平成４年） 
国に先駆けて女性活動懇談会を設置し、女性行動計画についての研究を行い、「下諏訪町に

も女性行動計画が必要である」と計画策定を町に要望しました。 

１９９４年 
（平成６年） 

女性行動計画策定委員会を設置し、策定作業を行いました。 

１９９６年 
（平成８年） 

「下諏訪町女性行動計画」を策定し、◆よりよい男女共生社会をめざす人づくり ◆男女共同

に基づく家庭づくり ◆女性いきいき社会参加の環境づくり ◆女性の健康いきいき環境づく

り ◆生きがいのある福祉社会の環境づくり の５つを重点課題として施策に取り組むこととし

ました。 

２００１年 
（平成１３年） 「下諏訪町男女共同参画計画」を策定しました。 

２００４年 
（平成１６年） 

４月１日「下諏訪町男女共同参画いきいき社会づくり条例」の施行にともない、「下諏訪町男女

共同参画計画改訂版」を発行しました。 

計画策定の背景 



２００６年 
（平成１８年） 「第３次下諏訪町男女共同参画行動計画」を策定しました。 

２０１１年 
（平成２３年） 

「第４次下諏訪町男女共同参画行動計画 いきいきパートナーシップしもすわ～ともにつくる活

力ある未来Ⅳ～」を策定しました。 

２０１５年 
（平成２７年） 

「第５次下諏訪町男女共同参画計画 いきいきパートナーシップしもすわ～ともにつくる活力あ

る未来Ⅴ～」を策定しました。 

女性活躍推進法に基づき、女性職員の活躍のための計画「特定事業主行動計画」を策定しま

した。 

２０１６年 
（平成２８年） 

９月１６日、事業者や管理職等が、従業員や部下の仕事と家庭の両立を支援していくことを宣

言する「イクボス・温かボス宣言」を諏訪地域で初めて宣言しました。平成２９年度から宣言対

象を係長職まで拡大して、取り組んでいます。 

２０２０年 
（令和２年） 

「第６次下諏訪町男女共同参画計画 いきいきパートナーシップしもすわ～ともにつくる活力あ

る未来Ⅵ～」を策定しました。 

 



 

 

 

 

   

●しもすわ男女共同参画推進委員会の役割について 

 この計画に基づいた各種施策を総合的・計画的に推進するため、町民の代表者による「しもすわ男女共同参画推進委員会（しもすわ男女共同参画推進委員会

要綱第１条に規定）」を設置します。委員会は各種団体等と協働して、積極的に研修、啓発、推進を行います。また、男女共同参画に関する調査研究を行

い、必要に応じて町長に提案します。 

 

●下諏訪町男女共同参画審議会の役割について 

 下諏訪町男女共同参画いきいき社会づくり条例第１８条に規定する「下諏訪町男女共同参画審議会」を町長の諮問機関として設置し、審議会は、町長の諮問 

に応じて調査・審議します。また、施策の基本的事項及び重要事項について町長に意見を述べます。 

 

●下諏訪町役場男女共同参画推進会議による総合的な調整 

 町における男女共同参画の促進に関する施策を総合的かつ効果的に推進するため、各課の職員を委員とする「下諏訪町役場男女共同参画推進会議」を設置 

し、各課が連携して取り組みます。 

 

●国や県等関係機関との連携 

 関係機関と連携・協力し、情報を共有することで、男女共同参画社会の実現に取り組みます。 

 

 

 町民や町内事業所に対して、男女共同参画についての意識調査を実施し、実態の把握に努め、意見・要望を施策に反映します。 

 

 

町民や事業者が男女共同参画に対する理解を深め、実践的に取り組むことができるよう、町の取組状況をホームページ等の情報発信媒体を活用して、公表し

ます。 

 

 

男女共同参画社会の実現には、行政・町民・事業者・教育関係者との連携が必要不可欠です。そのため、町は、町民団体等が行う男女共同参画に関する活動

を支援するとともに、各種施策を進める際にも、町民・町民団体及び事業者・教育関係者と協働して、事業を実施します。 

推進に向けて 

１．推進体制の整備・充実 

 

 

 

２．町全体で男女共同参画を推進するために 

 

 

 ３．男女共同参画に関する情報提供 
 

 

 

４．協働による男女共同参画社会の実現 

 

 

 


